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人権擁護委員の任命
　次の方が人権擁護委員に就任しました。
会
あい

田
だ

　昭
あきら

　氏（任期　令和３年７月１日～令和６年６月３０日）

公園の利用方法の変更公園の利用方法の変更

　公園の利用方法などが変わりましたので、お知らせします。

・市の許可を得ずに植物を植栽したり、種をまくことを禁止。
・指定された場所以外で火気を使用することを禁止。
・�危険のおそれのある行為または他人の迷惑となるような行為
として、自転車の乗り入れ、危険なボール遊び、大声で叫ぶ
などの行為を禁止。
　※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

物公園みどり課☎奮４６７

物人権・男女共同参画課☎奮811

物保健センター☎９９５－３３81

熱中症の危険性が高まっています！熱中症の危険性が高まっています！

　熱中症は、夜間や屋内も含め、子どもから高齢者まで幅広い
年齢層で発生しています。マスクを着用することで、のどの渇
きを感じにくくなるため、特に熱中症への注意が必要です。

１. �屋内での備え�
①�生活リズムを整え、食事・睡眠をしっかりと�
②�上手にエアコンを使い、こまめな換気を忘れずに�
③�のどが渇く前からこまめに水分補給を

2. �屋外での備え�
①�外出は暑い日・時間を避けて（天気予報を参考に）�
②�早め早めの水分補給。マスク着用時は要注意�
③�日傘、帽子を使い、涼しい服装を

3. �体調不調時の備え�
①��めまい、立ちくらみ、手足のし
びれは熱中症の危険サイン

②��涼しい場所に避難して、服
を緩めて体を冷やす

③��我慢せずに周りの人にＳＯＳ
☎♯７11９へ相談を

　熱中症に関する情報は、市ホームページまたは埼玉県公式ス
マートフォンアプリ「まいたま防災」からご覧になれます。

案内案内
八潮市議会定例会の予定

　令和３年第３回八潮市議会定例
会が７月２０日から８月１１日まで開
かれます。
一般質問日＝８月５日㈭・６日㈮
・１０日㈫
※一般質問とは、議員が市の仕
事全般について、執行機関から
現在の状況やこれからの考えを
聞くこと
払各日２１人（当日先着順）
物議事調査課☎奮２７７

会議の開催
●第2回八潮市市民活動推進委
員会の傍聴
腹７月１４日㈬　午後２時～
複やしお生涯楽習館多目的ホー
ル
淵中間支援組織としての市民活
動支援センターの設置に係る検
討など
払１０人（当日先着順）
物市民協働推進課☎奮３２8
●八潮市立保健センター運営委
員会の傍聴
腹７月２０日㈫　午後１時３０分～２
時３０分
複保健センター
淵令和２年度保健センター事業
実績報告および令和３年度保健
センター事業計画について
払５人（当日先着順）
物健康増進課☎９９５－３３81

コンビニ交付サービス（戸
籍関連）の一時利用停止

　システムメンテナンスのため、
戸籍の全部事項・個人事項証明
書および戸籍の附票の写しのコ
ンビニ交付サービスを一時停止
します。
腹７月２１日㈬
物市民課☎奮２1０

臨時休館
●八潮メセナおよび八潮メセナ
・アネックス
腹８月１３日㈮～１５日㈰
物八潮メセナ☎９９8－２５００
●やしお生涯楽習館
腹８月１３日㈮～１５日㈰
物やしお生涯楽習館☎９９４－
1０００

パスポート交付窓口の休止
　八潮メセナ・アネックスが休
館のため、休止します。
腹８月１５日㈰
物駅前出張所パスポートコーナ
ー☎９３２－8０1０

コミュニティセンターの利用休止
腹８月３１日㈫まで
物コミュニティセンター☎９３６
－０５０７

新型コロナウイルス感
染症に伴う傷病手当金
の適用期間の延長

　新型コロナウイルス感染症に
伴う傷病手当金の適用期間が、
令和２年１月１日から令和３年９月

３０日までの間に延長されました。
申請方法については市ホームペ
ージをご覧になるか、お問い合
わせください。
物国保年金課☎奮３２７

児童手当の現況届
　児童手当を受給するためには、
毎年１回現況届の提出が必要で
す。未提出の方は、至急手続き
をお願いします。
覆八潮市で５月分の児童手当ま
たは特例給付を受給し、６月１日
現在、市内に住所がある方
仏窓口または郵送で子育て支援
課（☎奮２０９）へ

児童扶養手当
　１８歳まで（一定の障がいのあ
る場合は２０歳未満）の子どもを
育てているひとり親家庭などに
対し、手当を支給します。
　児童扶養手当を受けている方
は、８月の現況届の提出が必要
です。詳しくは、順次発送する
通知をご覧ください。
物子育て支援課☎奮２０９

水道メーターの交換
　水道メーターは、８年ごとの
交換が法律で定められています。

交換時期にあたる方には、メー
ターの交換を無料で行っていま
す。
　事前にお知らせを配布後、市
の指定事業者が敷地内に入り交
換工事を行います。
交換工事期間　８月中旬～１２月
中旬
物経営課☎９９６－1４8６

「八潮市都市計画マス
タープラン」見直しに
関する市民アンケート
　「都市計画マスタープラン」
の見直しにあたり、市民の皆さ
んからまちづくりに関する意見
を聞くため、無作為で抽出した
方にアンケート調査を実施しま
す。調査票が届きましたら、ご
協力をお願いします。
物都市計画課☎奮２７０

自動翻訳機の導入
　外国人市民への相談体制の充
実のため、市民課や納税課、保
育課などに「自動翻訳機」を配
置しました。
　英語や中国語、ベトナム語な
ど、６１言語で音声や文章の翻訳
ができます。
物市民協働推進課☎奮４６５

ＨＯＴＨＯＴ
市役所の電話

996-2111
FAX

995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した内容が聞き取
れなかった場合、再度聞き直せます（定
時放送を除く）。通話料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

コーナーコーナー

おしらせおしらせ


